
令和２年９月吉日 

組合員・ご利用の皆さまへ 

 

鹿児島きもつき農業協同組合 

 

店舗統廃合のお知らせ 

 

平素より当組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、長年にわたり皆さま方にご愛顧いただいております下記の出張所について、

令和 2 年 9 月２5 日（金）の営業終了を持ちまして、店舗統廃合させていただくこと

になりました。 

お取引に関しては、令和２年 9月２8日（月）より、下記の継承店舗にてお取り扱い

させていただきます。お取引いただいております組合員・利用者の皆さまには、手続き

等につきましてご連絡させていただきます。 

皆さまのご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

1．廃止店舗および継承店舗 

   

廃止店舗 継 承 店 舗 

寿出張所 本 所 鹿屋市白崎町１番１号 0994-44-3113 

 

2．ＡＴＭについて 

  寿出張所設置のＡＴＭについては、令和２年 9 月２５日（金）15：00 をもちま

して廃止させていただくことになりましたのでご案内いたします。 

  お客様には大変ご不便をおかけして誠に申し訳ありませんが、ご理解ご協力を賜り

ますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

3．店舗コードの変更について 

   

変更後 変更前 

本所   100 寿出張所   111 

  ※金融機関コード『 9341 』の変更はございません。 

   

 



4．店舗統廃合に伴う貯金・ご融資のお取扱いについて 

（1）口座番号について 

   普通貯金・総合口座通帳・貯蓄貯金など当座性貯金をお持ちの一部のお客様にお

きましては、口座番号が変更となる場合がございます。 

令和２年９月上旬頃、口座番号変更の有無、口座番号の変更があるお客様には、

新しい口座番号を案内はがきにてご通知いたします。 

なお、定期貯金・積立式定期貯金・定期積金など定期性の口座番号の変更はござ

いません。 

 

（2）通帳のお取扱いについて 

   各種通帳は、磁気ストライプ情報の変更が必要となりますので、大変お手数をお

かけしますが、令和２年９月２８日（月）以降に通帳変更のお手続きが必要となり

ます。お手続きにつきましては、ＪＡ鹿児島きもつきの店舗窓口であれば、どの店

舗でも変更手続きは可能です。 

  （なお、店舗統合前は、店舗窓口での通帳の変更手続きはできませんのでご了承く

ださい。） 

   また、店舗窓口でのこのお手続きをなさらない場合でも、ＡＴＭでの通帳のご利

用は可能です。 

 

（3）キャッシュカード・ローンカードのご使用について 

   キャッシュカード・ローンカードのご利用のお客様は、現在ご使用のカードを引

続きご利用いただけます。 

 

（4）貯金証書（定期貯金、定期積金等）のお取扱いについて 

   定期貯金証書、定期積金証書等は、そのままご利用いただけます。 

 

（5）公共料金・クレジットカード等の口座振替をご利用のお客様へ 

   公共料金・クレジットカード等の口座振替につきましては、原則お客様による手

続きは必要ありません。収納先の企業によって、お客様によるお手続きが必要とな

る場合は、別途、案内させていただきます。 

 

（6）年金の「お受取口座」としてご利用のお客様へ 

   厚生労働省より振り込まれる年金（国民年金や厚生年金など）につきましては、

お客様による手続きは必要ありません。 

なお、労災年金、一部の共済年金・基金など企業年金やその他年金につきまして

は、店名・口座番号の変更手続きが必要となる場合がございます。大変お手数をお

かけしますが、それぞれの年金支払機関にご確認ください。 

 

 

 



（7）給与振込の「お受取口座」としてご利用のお客様へ 

   店舗統廃合（９月２8日）以降、お受取給与につきましては、振込先金融機関名・

口座番号の変更が必要です。大変お手数をおかけしますが、お客様から勤務先の給

与ご担当支払者様（振込依頼人）へ「新店舗名」・「（変更がある方のみ）新口座番

号」をご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

（8）お振込（家賃・売上金・配当金）の「お受取口座」としてご利用のお客様へ 

   店舗統廃合（９月２８日）以降、お受取分につきましては、振込先金融機関名・

口座番号の変更が必要です。大変お手数をおかけしますが、お客様から取引先様（振

込依頼人）へ「新店舗名」・「（変更がある方のみ）新口座番号」をご連絡いただき

ますようお願いいたします。 

 

（9）廃止店舗宛にお振込をされるお客様へ 

   店舗統廃合により一部のお客様の口座番号が変更となります。大変お手数をおか

けしますが、令和２年９月２６日（土）以降にお振込をされる場合は、お受取人様

へご確認の上、お振込みのお手続きをお願いいたします。 

 

（10）少額貯蓄非課税制度（マル優）をご利用のお客様へ 

   そのまま継続して、継承先店舗でマル優扱いが適用されます。 

 

（12）定時自動送金について 

   定時自動送金をご利用のお客様は、変更手続きは不要です。 

 

（13）ご融資・各種ローンをご利用のお客様へ 

   現在のご融資残高、条件、担保、保証などをそのままのお取引状態で、店舗統合

後の店舗にお引継ぎいたします。約定返済についても、店舗統合後の店舗が引き継

いだお届けの返済貯金口座から、従来どおりお引き落としさせていただきます。 

 

その他、ご不明な点などございましたらお取扱店舗までお問い合せください。 

 

   組合員・利用者の皆さまへの利便性向上に向けて取り組んでまいりますので、今

後もより一層のご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

以上 

 


